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Abstract: in this paper, we aim to grasp the present situation of water residential housing by identifying the position of water 
residential area in the United States and clarifying legal regulations. We surveyed via the Internet and extracted legal regulations 
concerning floating residences by state. As a result, there are Floating homes and Houseboats roughly divided on the water, and 
Houseboat is positioned as a type of ship, as the Floating home is positioned like the residence to be built on the land. State law in 
California also regulates the Floating home marina and rental agreement and it was possible to grasp that the Floating home design 
and plan guidelines are specified in detail by the county law in Marin County. 
 

1. はじめに 

	 近年，わが国では海洋建築物の新規の利活用計画が

展開されてきており，水域の有効利用に向けた取り組

みが注目されている.こうした中，米国では 19 世紀末

以降より，湖や内湾を中心に水上住居の建設が進めら

れてきた.この水上住居は，Floating Homeや Houseboat
（以下，Floating HomeをFH，HouseboatをHBと示す.）
と呼称されており，地域特有の水域利用を生み出して

きた.また，最近では，河川の水害等に対して，建築を

「浮かす」すなわち水上住居として，計画に盛り込ん

だ整備が計画されている.		

	 そこで本稿では,米国における水上住居の現状と法

規制を捉えることを目的とする.	

	

2. 調査概要 

	 ここでは WEB調査(2017 年 6 月 16 日〜9 月 21 日)
を行い,州ごとの水上住居に関する法規制の有無と関

係資料を収集した.その後,400 隻以上の FH が存在す
るカリフォルニア州マリン郡を対象に法規制の詳細を

把握した.	

	

3. 調査結果 

3-1. 水上住居の法規制の有無と現状 

	 Figure1に米国における FH及び HBに関する法規制
の分布，Picture1に FH及び HBを示す.これをみると，
西海岸側の州では FH の法規制が 5 州で制定されてお
り，東海岸側のフロリダ半島周辺の州では HB に関す
る法規制が制定されていることがわかる.また，FH 及
びHBの定義は州や郡によって個別に定められている.	
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Figure 1. Regulation on Floating Residence 

Figure 2. Laws and regulations of Floating Residence

Picture 1. Floating Home and Houseboat
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一般的に，FHはバージ等の浮揚台船上に住居を建設し，
桟橋またはマリーナの泊地水域に係留するものを指し， 
HBは居住機能を有した船や航行用の船舶を指す.また，
上下水システムにも違いがみられ，FHは常に陸上の上
下水道に接続しており，HBは船体内に下水タンクを有
し，上水はバキュームによって水を汲み上げている.	

	 Figure2 に FH 及び HB の関連法規制を示す.これを
みると，FH は陸上に建設される住居と同様に扱われ,
州や郡，市の地方条例に準拠している.一方，HBは船
舶として扱われ,米国連邦法，船舶安全法，その他の法

律に準拠している.ただし,例外として，HBを商業目的
で利用する場合には,FH と同様に地方条例に準拠する.	

3-2. カリフォルニア州マリン郡における法規制 

	 Table1 にカリフォルニア州法とマリン郡法における
FH に関する規制項目を示す.カリフォルニア州マリン
郡では，カリフォルニア州法とマリン郡法によって FH
に関する規制がなされている.州では，「FH 居住法」
を制定し，FHや FHマリーナの定義，賃貸契約，規制・	
規則等を定めている.次に郡では,「FHの建設と維持に	
関する規則」を制定し,FHの建築・設備・構造計画の	

	

詳細について定めている.具体的な規制としては，FH
の高さ制限は 4.88m以下，長さ 14.0m・幅 6.0m以下
と定めている.また,「特定の土地利用のための基準」

では，FH の住居間距離の制限等を定めており, FH マ
リーナの景観調整を図っている.	

 
4. おわりに 

	 本稿では，米国における FHの現状と法規制を捉え
た.その結果，米国の水上住居は FHと HBに大別で
き，FHは土地に建設される住居と同様に，HBは船
舶の一種として位置付けられていた.また，カリフォ

ルニア州マリン郡では，州法によって FHや FHマリ
ーナの定義，賃貸契約の内容等が定められており，マ

リン郡法によって FHの設計・計画指針が定められて
いた.	
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Table 1. California Code and Marin County Code about Floating Home 
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